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受発注者コミュニケーションガイド



 本ガイドは、近畿地方整備局（港湾空港関係、営繕関係を除く）発注工事において、

『工事請負契約におけるガイドライン（総合版）-令和７年５月-』に基づき適正かつ円

滑に工事請負契約を履行するにあたって、受発注者に求められるコミュニケーション

のポイントをとりまとめたものです。

 受注者及び発注者（監督職員、発注担当職員、現場技術員）は、本ガイドを活用し

更なるコミュニケーションの向上に努めるものとします。 

 受発注者間のコミュニケーションを図ることで、工事書類のスリム化、適切な設計

変更、協議の迅速化など適正かつ円滑な工事請負契約の履行を行い、建設業に

おける働き方改革を推進する。

■目的

■適用

 近畿地方整備局（港湾空港関係、営繕関係を除く）発注の全工事を適用対象とする。

受発注者コミュニケーションガイドの位置付け

 下記の６部で構成。

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案）

Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン（案）

Ⅲ 設計図書の照査ガイドライン(案）

Ⅳ 設計変更事例集（主な事例）

Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション

Ⅵ 参考資料

工事請負契約におけるガイドライン（総合版）（R7.5） の構成

工事請負契約におけるガイドライン（総合版） （R7.5）全編は、下記参照

１

■目的、適用

受発注者コミュニケーションガイド

【参 考】



（参考） 工事請負契約におけるガイドライン（総合版）関連資料の参照・ダウンロード先

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/index.html

  ・ 土木工事数量算出要領（案） 

  ・ 土木請負工事必携

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/index.html

・ 監理技術者等の専任について 

  ・ 土木工事共通仕様書（案） 

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/kyoutuushiyousyo_H31/copy_

of_index.html

・ 土木工事施工管理基準及び規格値（案） 

  ・ 写真管理基準（案） 

  ・ 出来高部分払方式 実施要領 

  ・ 工事請負契約におけるガイドライン（総合版）

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/qgl8vl0000004zj9-

att/gaidorain.pdf

  ・ 設計図書の照査ガイドライン（照査項目チェックリスト）Excel版 

  ・ 設計図書の照査ガイドライン（照査要領（案））

・土木工事 施工条件明示の手引き（案）

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/index.html

・土木工事書類作成マニュアル（案）

・土木工事書類作成スリム化ガイド

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/qgl8vl0000004zj9-

att/surimukagaido202312qr.pdf

・ 工事関係書類一覧表 

  ・ 工事関係提出書類様式 

  ・ 工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン（案） 

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/qgl8vl0000004zj9-

att/gaidorain2015.pdf

・ 施工体制台帳、施工体系図等

・ 工事完成図書の電子納品等要領、オンライン電子納品実施要領
 http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/
・ 電子納品等運用ガイドライン、土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン
 http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/
・ 新技術活用支援（NETIS関係）

 https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/tech/index.html
    ・ BIM/CIM（要領、i-Construction・ＩＣＴの全面的な活用（要領関係等）関連）

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
    ・ 働き方改革・建設現場の週休２日応援サイト

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html
    ・ 再生資源利用[促進]計画様式

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

    ・ 工事現場等における施工体制の点検要領

https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/130417/04/04-1.htm

・建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者（建設業法の概要）

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

※HPには上記内容以外もあるため、適宜参考とされたい。

２

受発注者コミュニケーションガイド
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【 keypoint 】
品確法の基本理念は、請負契約の当時者は対等の立場

近 畿 地 方 整 備 局

平成28年　3月

土木工事 施工条件明示の手引き（案）

品確法の基本理念

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

３

（P５～）

Point①

【 keypoint 】
①適切な施工条件の明示
②適切な設計変更（金額・工期）

Point②

受発注者コミュニケーションガイド

◆設計変更が可能なケース 【基本事項】

・仮設（任意仮設を含む）において、当初発注
時点で予期しえなかった土質条件や地下水位等
が現地で確認された場合。
・所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の
「指示」によるもの。
・受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を
超える作業を実施する場合。

など

対 等

○当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧
水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計
変更の円滑化を工夫する必要がある。

受注者 発注者



設計変更は書面で指示

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

４

【 keypoint 】
①設計変更は、工事請負契約書19条にもとづき書面で行う
②指示書等へ概算金額及び工期の延長日数等を明示
③「参考値」であることを記載した上で、概算金額を明示
④概算額の算出については、簡易な方法でも可とする

（内容）

□その他（                                                                                ）

□その他（                                                                                ）

現場代理人 主任技術者主任監督員 監督員

□指示 □承諾

添付図 葉、その他添付図書

□協議 します。

上記について □承諾 □協議 □提出 □報告 □受理 します。

令和　　　年　　　月　　　日

□その他

工事名 ●●●●工事

（

□提出 □受理処
　
理
　
・
　
回
　
答

発
注
者

工　事　打　合　せ　簿

発議者 ■ 発注者 □ 受注者 発議年月日 令和　　年　　月　　日

○○の変更（追加）について

１．指示事項
　　No.00～00の構造を別添資料のとおり変更（追加）する。

２．参考
　①概算金額　：　約０百万円増（減）額の見込んでいる。

　②延長日数　：　工期の延長日数は、○○日を予定している。

　③その他　　：　図面や工期の延長日数などについて、疑義がある場合は、
　　　　　　　　　書面で確認を受ける。

　④補足　　　：　本指示における概算金額は直接工事費であり、合意比率は考慮していない。
　　　　　　　　　概算金額及び工期の延長日数は、変更契約に係わる協議のための
　　　　　　　　　参考値である。
　　　　　　　　　契約書第（24条及び）25条に係わる協議開始の日については、別途通知する
　　　　　　　　　契約変更等協議書の通知日をもって協議開始の日とする。

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

年月日:令和　年　月　日

受
注
者

上記について

）

メモ：（工期の変更を伴う場合には、第24条を明示すること。）

point①

Point③

Point②

（P８～）

受発注者コミュニケーションガイド

令和 年 月 日



「設計図書の照査」の範囲をこえるものは設計変更が可能

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

５

【 keypoint 】
照査の範囲をこえるものとは

（P16～）

受発注者コミュニケーションガイド

横断図の再作成が必要となるものは「設計図
書の照査」の範囲をこえるものなのね！

構造計算の再計算が必要となるものは
「設計図書の照査」の範囲をこえるものだね！

目的物に変更が生じる図面作成は
「設計図書の照査」の範囲をこえるものね！

構造物の応力計算書のチェックも
「設計図書の照査」の範囲をこえるものだね！



Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

６

受発注者コミュニケーションガイド

「設計図書の照査」の範囲をこえるものは設計変更が可能

【 keypoint 】
設計変更可能なケース

（P16～）



設計変更可能なケース 【資機材・労務の高騰や供給不足】

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

７

【 keypoint 】
①受注者は、落札決定から請負契約を締結するまでのタイミング

で資材の入手困難等の「おそれ情報」を発注者に通知しなけれ
ばならない

②受注者は、「おそれ情報」の事象が発生した場合、工期の変更、
工事内容の変更又は請負代金の額の変更の協議を申し出るこ
とができる

③発注者は、①主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資
機材の価格の高騰、②労務の供給の不足又は価格の高騰、が
発生した場合において、受注者が請負契約の内容の変更につ
いて協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければなら
ない

（P21）

受発注者コミュニケーションガイド

point①

Point②

受注者 発注者

落札決定から請負契約を締結する
までのタイミングで資材の入手困難
等の「おそれ情報」を発注者に通知

①主要な資機材の供給の不足若
しくは遅延又は資機材の価格の高
騰、②労務の供給の不足又は価
格の高騰、が発生した場合におい
て、受注者が請負契約の内容の
変更について協議を申し出たときは
、誠実に当該協議に応じなければ
ならない。

受注者及び発注者は第24条、第26条に基づき、
「協議」により工期及び請負代金額を定める

協議

通知

「おそれ情報」の事象が発生した場
合、工期の変更、工事内容の変
更又は請負代金の額の変更の協
議を申出

Point③



設計変更手続きフロー

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

８

【 keypoint 】
①受注者は、自らの負担により設計図書の照査を行い、その事実

が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければな
らない

②発注者は、受注者からの確認請求を受領後14日以内に
調査を行う

③設計変更の妥当性の審議を行うため、設計変更審査会を
受発注者いずれかの発議により適宜開催

Point②

Point③

（P22）

受発注者コミュニケーションガイド

point①



設計変更に係わる資料の作成

Ⅰ 設計変更ガイドライン（案） keypoints

９

【 keypoint 】
①設計変更するために必要な資料の作成は、発注者が行う
②受注者に作成を依頼するときは、受発注者協議のうえ、発注

者が具体的な作業を指示し、資料作成に要した費用は設計変
更の対象とする

（P23～）

point①

【発注者が作成するべき書類】

 照査結果により生じた

 ・ 計画の見直し

 ・ 図面の再作成

 ・ 構造計算の再計算

 ・ 追加調査 など

Point②

受発注者コミュニケーションガイド



工事の一時中止に係る基本フロー

Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン（案） keypoints

10

【 keypoint 】
①受注者は工事の中止について発注者と協議することができる

（受注者の責に帰さない場合）
②要因発生から中止の通知までは、原則10日以内
③工事施工不可要因が発見等され次第、設計変更審査会により

審議・確認を行う
④工事施工不可要因の処理状況について、情報共有会議を開催

（義務化）し、今後の見通しなどを共有する

Point②

Point③

Point④

（P30）

Point①

受発注者コミュニケーションガイド

＊ ＊受注者の責に帰さない場合



工事一時中止に伴う増加費用の取扱い

Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン（案） keypoints

11

【 keypoint 】
工事一時中止に伴う増加費用の請求の流れ、作成例など

（P62～）

受発注者コミュニケーションガイド



工事の一時中止（増加費用を明示）

様式－４（別 紙）

基 本 計 画 書

１ 中止時点における内容

（１）中止する工種の出来高

（２）職員の体制

（３）労務者数

（４）搬入材料

（５）建設機械器具等

２ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。

３ 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。

４ 中止した工事現場の管理責任に関すること。

５ （必要に応じ）増加費用にかかる参考見積

Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン（案） keypoints

12

【 keypoint 】
①一時中止に伴い発生する増加費用は、基本計画書（受注者作成）

に概算額を記載し、受発注者双方で確認
②増加費用は、指示時点で想定している中止期間における概算

金額を記載

point①

Point②

（P68～）

受発注者コミュニケーションガイド



「設計図書の照査」の基本的考え方

Ⅲ 設計図書の照査ガイドライン(案） keypoints

13

【 keypoint 】
①「設計図書の照査」は受注者が負担
②設計照査を受けた設計図書の変更は、発注者が負担

point①

Point②

（P74～）

受注者負担：①設計照査に係る費用、②照査結果を説明する資料作成

発注者負担：①照査結果により生じた、計画見直し。図面再作成、構造計算再計算、追加調査等

受発注者コミュニケーションガイド



○○△△上部工事　設計図書の照査 【開催日時】　　令和　  年　   月　   日

資料3

項目
議案
番号

質問内容

壁高欄（その８）
中央分離帯配筋

1

【承諾事項】
中央分離帯部に埋め込まれる鉄筋（コの字型）について、鉄筋配置時において、床
版鉄筋や合成床版構造部材と干渉して設置が困難となります。
該当の鉄筋を分割して設置（ハの字型）に変更させていただけないでしょうか。

2

３ 架設計画図

【協議事項】
架設計画について、2022年7月11日発議【「指示」　架設手順の変更について】によ
り当初架設計画のクレーン規格、配置位置が変更になりヤード整備(盛土)が必要
になりますので協議願います。

排水装置図
排水桝詳細

決定事項 資料

検討に時間を要するため、
●／△までに回答いたします。

資料2

【承諾事項】
排水桝の構造について、グレーチング（めっき）やアンカーバー（鋼）に取りつくボル
ト類がステンレスとなっており、異種金属腐食の懸念があります。ボルト類につい
てはステンレスから溶融亜鉛めっきに変更させていただけないでしょうか。

承諾とする。

○○材料で施工されたい。
設計変更の対象とします。

資料1

○○△△上部工事　設計図書の照査 【開催日時】　　令和　  年　   月　   日

資料1承諾とする。

別途監督職員と協議願います。
設計変更の対象とします。

【承諾事項】
排水桝の構造について、グレーチング（めっき）やアンカーバー（鋼）に取りつくボル
ト類がステンレスとなっており、異種金属腐食の懸念があります。ボルト類につい
てはステンレスから溶融亜鉛めっきに変更させていただけないでしょうか。

資料2

決定事項 資料

別途監督職員と協議願います。
設計変更の対象とします。

1

【承諾事項】
中央分離帯部に埋め込まれる鉄筋（コの字型）について、鉄筋配置時において、床
版鉄筋や合成床版構造部材と干渉して設置が困難となります。
該当の鉄筋を分割して設置（ハの字型）に変更させていただけないでしょうか。

2

３ 架設計画図

【協議事項】
架設計画について、2022年7月11日発議【「指示」　架設手順の変更について】によ
り当初架設計画のクレーン規格、配置位置が変更になりヤード整備(盛土)が必要
になりますので協議願います。

排水装置図
排水桝詳細

項目
議案
番号

質問内容

壁高欄（その８）
中央分離帯配筋

資料3

設計図書の照査結果の回答について

Ⅲ 設計図書の照査ガイドライン(案） keypoints

14

【 keypoint 】
「別途協議されたい」と、再度書類作成を求めるような回答では
なく、発注者より具体的かつ明確に、修正した設計図書等を
指示・回答

（P79～）

受発注者コミュニケーションガイド



設計変更事例集

Ⅳ 設計変更事例集 keypoints

15

【 keypoint 】
分類毎に設計変更事例を記載

（P129～）

受発注者コミュニケーションガイド



工事の円滑化に向けた取組み

Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

16

【 keypoint 】
適正かつ円滑な工事請負契約の履行には、各段階において

受発注者間のコミュニケーションが重要

（P179～）

受発注者コミュニケーションガイド



Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

17

受発注者コミュニケーションガイド

【日々の取組み】ウィークリースタンス

【 keypoint 】
休日取得・時間外労働縮減のための基本ルール

（P181）



Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

18

受発注者コミュニケーションガイド

【日々の取組み】ワンデーレスポンス

【 keypoint 】
「現場を待たせない」・「速やかに回答する」

（P182）



Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

受発注者コミュニケーションガイド

【定期的な取組み】工事進捗定例会議（工事工程の受発注者間情報共有）

【 keypoint 】
受発注者間の工程情報の共有化、協議の迅速化を図るため
会議を定例化

（P183）

■開催
週１回開催を原則とし、進捗状況等に応じて隔週開催も可

■対象工事
維持作業を除くすべての工事。

■内容
工程管理及び受発注者の役割分担を主に、工事実施に関する課題や協議・設計照査
等の回答状況などについて行う。
監督職員は、課題等を所内会議等で報告し、事務所と情報共有。

【工事進捗定例会議（受注者、監督職員）】

【第１回目の工事進捗定例会議に実施】
① 工期設定支援システムで作成した工事工程を受注者へ提示し、内容説明。
② 工事発注時チェックシートと、地元・関係機関等との協議未了箇所及び用地関係箇所等を
既存の工事平面図等に図示した資料を利用し、受発注者で工事工程の問題点等を共有。

③ 受発注者パートナーシップ（2013）向上における取組みの説明。
④土木工事書類作成スリム化ガイド、受発注者コミュニケーションガイド、
工事請負契約におけるガイドライン（総合版）の概要説明

第
１
回
目

以
降

上記第１回打ち合わせにおいて共有した情報を考慮したクリティカルパスを含む工事工程を受注者で作成する
ものとし、工事進捗定例会議等を利用して工事工程に関連する案件の進捗状況の確認及び工事工程クリティ
カルパスの変更が生じる内容について随時情報共有を行う。

【会議の補足メモ】
 今後、受発注者双方で、「工事進捗定例会議」を定着させるため、正式な会議名称で招集・開催すること。
 履行報告書などの仕様書で定める既存資料を活用すること。Web（遠隔臨場）を活用することも可
 事務所との情報共有資料については、監督員が作成すること。

【工事工程の情報共有（受注者、監督職員、発注担当等職員）】

19



Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

20

受発注者コミュニケーションガイド

【【品質確保の取組み】工事施工調整会議（三者会議）

【 keypoint 】
工事目的物の品質確保を図るため、施工段階においても設計思想
の伝達及び情報共有が重要

（P184）

【工事施工調整会議（三者会議）】



Ⅴ 受発注者間のコミュニケーション keypoints

21

受発注者コミュニケーションガイド

【手続き迅速化の取組み】 設計変更審査会

【 keypoint 】
設計変更及び工事中止を迅速に行うため、対象となる事象が
生じた場合、速やかに開催

（P185）

【設計変更審査会】

■対象工事
・維持作業を除くすべての工事
・設計変更の対象となる指示・協議を行うとき
（簡易な工事や数量変更のみの場合は
対象外とする事ができる）

・工事中止の判断を伴う協議を行うとき

■出席者
発注者：（技）副所長[必須]、

工務課長、主任監督員等
（設計･工事発注･工事監督の担当）

受注者：現場代理人、監理技術者等

■開催
・受注者より設計変更協議があった場合、速やかに開催するものとするが、事務の効率化
等を図るため、適宜工夫する。
・受注者又は発注者の発議により開催する。

・設計変更の妥当性審議
・工事中止の判断 等

設計変更、先行施工承認等に反映

・（技）副所長[必須]
・工務課長
・主任監督員等

・現場代理人
・監理技術者等

設計変更審査会

受注者 発注者

一部の対象工事について
第三者の意見聴取



【ガイドラインの遵守を契約の一事項として取り扱い】
Ⅵ 参考資料 keypoints

22

【 keypoint 】
「工事の実施にあたっては「工事請負契約におけるガイドライン
（総合版）によること」を特記仕様書に記載

（P187～）

受発注者コミュニケーションガイド



令和６年２月 初版
令和７年５月 改訂

受発注者コミュニケーションガイド
 ～工事請負契約におけるガイドライン（総合版）keypoints～

（問い合せ先）

 近畿地方整備局 企画部 技術管理課
 ＴＥＬ：０６－６９４２－１１４１（代）

■本局相談室 ■事務所相談室
 企画部 技術管理課  各事務所 技術副所長

〈施工段階での受注者からの苦情、働き方改革（時間外労働上限規制等）
に適正に対応する体制を確保〉
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